
   三重県内の自転車警告件数等〔Ｈ２９年 ７月～９月〕※（）はＨ２９年度中

種別 小学校 中学校 高校 種別 小学校 中学校 高校

信号無視 １

（１）

１

（３）

４

（９）

通行区分違反（歩道通行中） ０

（０）

０

（０）

６

（８）

通行区分違反（右側通行等） ０

（０）

２

（９）

９

（19）

携帯電話使用 １

（１）

16

（24）

70

（117）

並進 ２

（２）

13

（42）

42

（94）

傘差し運転 １

（１）

０

（０）

３

（５）

一時不停止 ０

（０）

14

（18）

６

（13）

イヤホン ０

（０）

０

（２）

57

（122）

無灯火 ０

（０）

12

（26）

55

（104）

その他 ０

（２）

５

（６）

７

（16）

二人乗り １

（１）

４

（７）

36

（75）

合   計 ６

（８）

67

（137）

295

（582）
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平成 27 年 6 月 1 日道路交通法改正により危険
行為が厳しくなっています。

危険行為は 14 項目あり、14 歳以上の利用者
が違反を繰り返す（3 年以内に 2 回以上）と講習

を受講しなければいけません。受講命令に従わな
い場合は、罰金処分を受けます。

運転中の携帯電話操作やイヤホン使用、傘さし
運転（安全運転義務違反）も危険行為に該当しま
す。

し ど う 29 年度冬季号

三重県学校警察連絡協議会資料より引用

～スマホ自転車で死亡事故～

12 月 7 日神奈川県川崎市内において、電動アシスト自転車に乗った

女子大学生と歩道を歩いていた女性（77）が衝突し、2 日後に女性が死

亡する事故が発生しました。

女子大学生は事故当時右手に飲み物、左手にスマホを持ち、左耳にイ

ヤホンをし、衝突直前までスマホを操作していたとのことです。

自転車に誤った乗り方をすれば、時として人の命を奪ってしまう可能

性があり、さらには高額の賠償金を支払うことになってしまう場合もあ

ります。

「交通切符」（赤切符）

自転車の違反行為で悪質と判断された

場合、切符を交付される場合があります。

交付されると後日出頭命令が届きま

す。交通警察官等へ出頭を命じられ、取

り調べを受けます。

このようなことにならないためにも、

危険な行為は絶対に避けましょう。

※悪質とは・・・誰からみても危険とみなされ

る違反や警察官の制止命令を振り切って逃げ

る等



青色防犯パトロール

度会町青少年育成町民会議指導員部会では、

子どもたちの見守りや地域の防犯などを目的と

して青色パトロールを実施しています。

今年度 青色パトロール実績報告
（平成２９年１２月１日まで）

青色パトロールの活動は、定期的な見回り

以外に、不審者情報による子ども達の見守り、

台風の影響による通学路確認などで、合計１

６日巡回しました。

（うち２日間は小中ＰＴＡ役員の方にもご協

力いただきました。）

度会町文化人権講演会を開催

12 月 1 日町文化人権講演会（主催：町人権

教育推進会議、共催：町青少年育成町民会議）

を開催し、講師にオスマン・サンコンさんを招

き、「みんな違ってみんないい」を演題に講演

をしていただきました。ユーモアと親近感のあ

る話に約 170 名の参加者は、時に笑い声をま

じえながら最後まで聞き入っていました。

【活動日】

5 月２３日

６月７日・９日・１２日・１３日

１４日・１５日・１６日

７月４日・２０日・２１日

8 月３日・８月３１日

９月２１日・２７日

１０月２３日


